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千葉県学校職員定数条例の一部を改正する条例の原案について（概要）  

 

１ 改正の理由  

  教職員の定数は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の    

第３１条と第４１条により、条例で定めることとされていることから   

千葉県学校職員定数条例により定めているところである。  

  このたびの一部改正は、令和４年度の小・中・義務教育・高・特別支援

学校における学校数・学級数の増減等に伴い、学校職員定数の適正化を図

るために行うものである。  

 

２ 改正の内容  

   第二条第一号中の「教育委員会の所管に属する学校の職員」を  

    「１１，３３５人」 から 「１１，２７９人」に  

   同条第二号中の「県費負担教職員」を  

    「２５，６９５人」 から 「２５，７６８人」に改める。  

 

３ 定数増減の主な理由  

（１）「教育委員会の所管に属する学校の職員」の定数増減の主な理由  

・県立高等学校  

     学級数の減、県単定数の減  

   ・県立特別支援学校  

     学級数の増、新設校開設に伴う増  

 

（２）「県費負担教職員」の定数増減の主な理由  

   ・小学校  

     学級数の増、加配の基礎定数化による増  

   ・中学校  

     学級数の増  

   ・市立特別支援学校  

     学級数の減  

 

 

 



 

４ 条例定数の内訳  

 
令 和 ４ 年 度  

条 例 定 数  

教 育 委 員 会 の  

所 管 す る  

学 校 の 職 員  

県 費 負 担  

教 職 員  

小学校  
１６，４３４
（１６，３９１）  

 

市町村立小学校  

１６，４３４
（１６，３９１）  

中学校  
 ９，１１３
（９，０７６）  

県立中学校  

３８  
（３８）  

市町村立中学校  

９，０７５  
（９，０３８）  

３８  
県立千葉中学校  

県立東葛飾中学校  

高等学校  
 ７，４６４
（７，５４２）  

県立高等学校  

７，４６４
（７，５４２）  

  

特別支援  

学校  
 ４，０３６
（４，０２１）  

県立特別支援学校  

 ３，７７７
（３，７５５）  

市立特別支援学校  

２５９  
（２６６）  

２５９  

（市立特別支援学校）  

船橋市１校  

市川市１校  

計  
３７，０４７
（３７，０３０）  

１１，２７９  
（１１，３３５）  

２５，７６８  
（２５，６９５）  

前年度比  ＋１７  －５６  ＋７３  

 ・（ ）内の数値は，令和３年度のものである。  

 ・小学校には、義務教育学校の前期課程を含み、中学校には義務教育学校
の後期課程を含む。  

 

５ 条例改正時期  

 
   令和４年４月１日  


